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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多段形ヒューズであって、
　導電性部材で棒状に形成された第１ヒューズバーと、
　前記第１ヒューズバーを支持し、過電流が流れる場合には溶融される溶融部と、及び
　前記溶融部を支持する第２ヒューズバーを含むヒューズモジュールと、及び
　前記第１ヒューズバーと弾性力によって接触する接触端子と、を備えてなり、
　前記溶融部に過電流が流れる場合、前記溶融部が溶融されて前記第１ヒューズバーと前
記接触端子との接触が切れるものであり、
　前記接触端子は、
　前記第１ヒューズバーと接触する導電性接触チップと、及び
　前記導電性接触チップを前記第１ヒューズバーの方向に押す弾性部材と、を備えてなり
、
　前記導電性接触チップは、円筒形に形成されたものであり、
　前記接触端子は、前記導電性接触チップの一部を内部に収納する接触支持部をさらに備
えてなることを特徴とする、多段形ヒューズ。
【請求項２】
　前記ヒューズモジュールの個数が２個以上であることを特徴とする、請求項１に記載の
多段形ヒューズ。
【請求項３】
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　前記ヒューズモジュールは、それぞれのヒューズモジュールごとに前記溶融部の定格容
量が互いに異なることを特徴とする、請求項２に記載の多段形ヒューズ。
【請求項４】
　前記接触支持部は、
　内側に前記導電性接触チップと接触する導電性回路が形成され、
　外側は非導電性部材からなることを特徴とする、請求項１に記載の多段形ヒューズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は２０１６年０７月０８日付けの韓国特許出願第１０－２０１６－００８６８４
１号に基づいた優先権の利益を主張し、該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は
本明細書の一部として含まれる。
【０００２】
　本発明は、多段形ヒューズに関し、より詳しくは、導電性部材で棒状に形成された第１
ヒューズバー、前記第１ヒューズバーを支持し、過電流が流れる場合には溶融される溶融
部、及び前記溶融部を支持する第２ヒューズバーを含むヒューズモジュール、及び前記第
１ヒューズバーと弾性力によって接触する接触端子を含むことにより、一時的な過電流に
よっていずれか一つのヒューズモジュールがヒュージングされて一時的に電流が遮断され
ても、ヒューズを交替せずに他のヒューズモジュールを用いてシステムを続けて使用でき
る多段形ヒューズに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヒューズは、過電流を遮断して回路やシステムを保護する役割をする素子であり、大部
分の回路において回路保護または火災等のような２次的な被害を防止するために幅広く活
用されている。一般に、ヒューズは、固有の定格電流容量を有し、ヒューズを構成する金
属成分に応じて定格電流容量が決定される。
【０００４】
　しかし、従来のヒューズは、一時的なサージ電流だけによってもヒュージングされて電
流を遮断することによってヒューズを交替する時までシステム全体を使うことができなか
った。例えば、電気自動車のバッテリーシステムに過電流が発生してヒューズがヒュージ
ングされた場合、修理工場でヒューズを交替する時まで自動車を使えない不便さをもたら
す。また、ヒューズごとに一つに定格電流容量が定められており、ユーザの要求とシステ
ムの目的または用途に応じた様々なレベルの電流制限が不可能な問題点があった。
【０００５】
　したがって、様々な定格電流容量を有し、過電流の遮断動作を何度も実行できるヒュー
ズに対する研究の必要性が増大している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためのものであり、本発明の目的は、導電性部材
で棒状に形成された第１ヒューズバー、前記第１ヒューズバーを支持し、過電流が流れる
場合には溶融される溶融部、及び前記溶融部を支持する第２ヒューズバーを含むヒューズ
モジュール、及び前記第１ヒューズバーと弾性力によって接触する接触端子を含み、各ヒ
ューズモジュールごとに様々な定格電流容量を有するようにして、システムの段階的な安
定性を確保し、過電流の遮断を何度も実行できる多段形ヒューズを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
〔本発明の一の態様〕
〔１〕　多段形ヒューズであって、
　導電性部材で棒状に形成された第１ヒューズバーと、
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　前記第１ヒューズバーを支持し、過電流が流れる場合には溶融される溶融部と、及び
　前記溶融部を支持する第２ヒューズバーを含むヒューズモジュールと、及び
　前記第１ヒューズバーと弾性力によって接触する接触端子と、を備えてなり、
　前記溶融部に過電流が流れる場合、前記溶融部が溶融されて前記第１ヒューズバーと前
記接触端子との接触が切れることを特徴とする、多段形ヒューズ。
〔２〕　前記ヒューズモジュールの個数が２個以上であることを特徴とする、〔１〕に記
載の多段形ヒューズ。
〔３〕　前記ヒューズモジュールは、それぞれのヒューズモジュールごとに前記溶融部の
定格容量が互いに異なることを特徴とする、〔２〕に記載の多段形ヒューズ。
〔４〕　前記接触端子は、導電性部材からなり、
　前記第１ヒューズバーと接触する接触チップと、及び
　前記接触チップを前記第１ヒューズバーの方向に押す弾性部材と、を備えてなることを
特徴とする、〔１〕～〔３〕の何れか一項に記載の多段形ヒューズ。
〔５〕　前記接触チップは、円筒形に形成されたものであり、
　前記接触端子は、前記接触チップの一部を内部に収納する接触支持部をさらに備えてな
ることを特徴とする、〔４〕に記載の多段形ヒューズ。
〔６〕　前記接触支持部は、
　内側に前記接触チップと接触する導電性回路が形成され、
　外側は非導電性部材からなることを特徴とする、〔５〕に記載の多段形ヒューズ。
　本発明の一実施形態による多段形ヒューズは、導電性部材で棒状に形成された第１ヒュ
ーズバー、前記第１ヒューズバーを支持し、過電流が流れる場合には溶融される溶融部、
及び前記溶融部を支持する第２ヒューズバーを含むヒューズモジュール、及び前記第１ヒ
ューズバーと弾性力によって接触する接触端子を含み、前記溶融部に過電流が流れる場合
に前記溶融部が溶融されて前記第１ヒューズバーと前記接触端子の接触が切れる。
【０００８】
　前記多段形ヒューズは、前記ヒューズモジュールの個数が２個以上であってもよい。
【０００９】
　前記ヒューズモジュールは、それぞれのヒューズモジュールごとに前記溶融部の定格容
量が互いに異なってもよい。
【００１０】
　前記接触端子は、導電性部材からなり、前記第１ヒューズバーと接触する接触チップ、
及び前記接触チップを前記第１ヒューズバーの方向に押す弾性部材を含んでもよい。
【００１１】
　前記接触チップは、円筒形に形成され、前記接触端子は、前記接触チップの一部を内部
に収納する接触支持部をさらに含んでもよい。
【００１２】
　前記接触支持部は、内側に前記接触チップと接触する導電性回路が形成され、外側は非
導電性部材からなってもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一側面によれば、一時的な過電流によっていずれか一つのヒューズモジュール
がヒュージングされて一時的に電流が遮断されても、ヒューズを交替せずに他のヒューズ
モジュールを用いてシステムを続けて使用することができ、それぞれのヒューズモジュー
ルの定格電流レベルをユーザの要求やシステムの効率的な駆動のために多様に設定できる
という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による多段形ヒューズを概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による多段形ヒューズの一部ヒューズモジュールの溶融部が
溶融された状態を概略的に示す図である。
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【図３】本発明の一実施形態による多段形ヒューズの一部ヒューズモジュールの溶融部が
溶融された状態を概略的に示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による多段形ヒューズの接触端子を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明を添付図面を参照して詳細に説明すれば以下のとおりである。ここで、繰り返さ
れる説明、本発明の要旨を不要に濁す恐れのある公知機能及び構成に関する詳細な説明は
省略する。本発明の実施形態は当業界で平均的な知識を有する者に本発明をより完全に説
明するために提供されるものである。よって、図面での要素の形状及び大きさなどはより
明確な説明のために誇張されることがある。
【００１６】
　明細書の全体にかけて、ある部分がある構成要素を「含む」とする時、これは、特に反
対の記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含んでも
よいことを意味する。
【００１７】
　また、明細書に記載された「．．．部」という用語は一つ以上の機能や動作を処理する
単位を意味し、これは、ハードウェアやソフトウェアまたはハードウェア及びソフトウェ
アの結合で実現されることができる。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による多段形ヒューズを概略的に示す図である。
【００１９】
　図１を参照して説明すれば、本発明の一実施形態による多段形ヒューズ１０００は、ヒ
ューズモジュール１００及び接触端子２００を含むことができる。
【００２０】
　ヒューズモジュール１００は、第１ヒューズバー１１０、溶融部１２０及び第２ヒュー
ズバー１３０を含むことができる。
【００２１】
　第１ヒューズバー１１０は導電性部材で棒状に形成されることができる。第１ヒューズ
バー１１０は、後述する接触端子２００と直接接触して、後述する第２ヒューズバーと接
触端子との間に電流が流れるようにする役割をする。
【００２２】
　溶融部１２０は、過電流が流れる場合に溶融される部材であってもよい。一般に、ヒュ
ーズは溶融部１２０の物理的特性に応じて定格容量が決定される。溶融部１２０は、過電
流が流れる前には前記第１ヒューズバー１１０を支持する役割をすることができる。しか
し、溶融部１２０は、過電流が流れる場合には溶融されるため、第１ヒューズバー１１０
を支持する役割をすることができない。したがって、溶融部１２０に過電流が流れる場合
、溶融部１２０が溶融されて、前記第１ヒューズバー１１０と前記接触端子２００の接触
が切れるようになる。
【００２３】
　ヒューズモジュール１００は、個数が２個以上であってもよい。既存のヒューズが一時
的な過電流にヒュージング（溶融）されて、ヒューズが連結されたシステム全体を使用で
きないという問題点があった。しかし、本発明の一実施形態による多段形ヒューズは、一
時的な過電流によっていずれか一つのヒューズモジュール１００がヒュージングされて電
流が遮断されても、ヒューズを交替せずに他のヒューズモジュール１００を用いてシステ
ムを続けて使用できるという効果がある。本発明の一実施形態による多段形ヒューズにお
いて過電流によってヒュージングが発生する場合、瞬間的に電流が遮断され、バッテリー
制御システム（例えば、ＢＭＳ）において電流の遮断を認識して全体システムを中断させ
ることができる。その後、再びユーザがリセット・ボタンを押せば、システムを再作動さ
せることにより、ヒューズ固有の機能を維持しつつ反復的なヒューズの交替を最小化して
システムが不要に中断されるのを防止することができる。



(5) JP 6640344 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

【００２４】
　ヒューズモジュール１００は、それぞれのヒューズモジュール１００ごとに溶融部１２
０の定格容量が互いに異なってもよい。最初に接触端子２００と連結されるヒューズモジ
ュール１００（以下、「第１ヒューズモジュール１００（ａ）」という。）と第１ヒュー
ズモジュール１００（ａ）がヒュージングされる場合に接触端子２００と連結されるヒュ
ーズモジュール１００（以下、「第２ヒューズモジュール１００（ｂ）」という。）と第
２ヒューズモジュール１００（ｂ）がヒュージングされる場合に接触端子２００と連結さ
れるヒューズモジュール１００（以下、「第３ヒューズモジュール１００（ｃ）」という
。）の溶融部１２０の定格容量を互いに異なるようにすることができる。この場合、それ
ぞれのヒューズモジュール１００の定格電流レベルをユーザの要求やシステムの効率的な
駆動のために多様に設定することができる。
【００２５】
　図２及び図３は本発明の一実施形態による多段形ヒューズの一部ヒューズモジュール１
００の溶融部１２０が溶融された状態を概略的に示す図であり、図４は本発明の一実施形
態による多段形ヒューズの接触端子２００を概略的に示す図である。
【００２６】
　例えば、第１ヒューズモジュール１００（ａ）は定格電流容量を１００Ａに設定し、第
２ヒューズモジュール１００（ｂ）は定格電流容量を１５０Ａに設定し、第２ヒューズモ
ジュール１００（ｂ）は定格電流容量を２００Ａに設定すれば、多段形ヒューズに１００
Ａ以上の過電流が流れる場合、図２に示すように、第１ヒューズモジュール１００（ａ）
がヒュージングされて接触端子２００が第１ヒューズモジュール１００（ａ）との接触が
切れて電流が遮断され、第２ヒューズモジュール１００（ｂ）の第１ヒューズバー１１０
と接触してシステムに再び電流が流れる状態となる。この時、システムの制御部において
電流が一度遮断されれば、ユーザがリセット・ボタンを押す方式でリセット信号を入力し
てこそ再びシステムが再作動するようにすることが好ましい。その後、多段形ヒューズに
再び１５０Ａ以上の過電流が流れる場合、図３に示すように、第２ヒューズモジュール１
００（ｂ）がヒュージングされて接触端子２００が第２ヒューズモジュール１００（ｂ）
との接触が切れて電流が遮断され、第３ヒューズモジュール１００（ｃ）の第１ヒューズ
バー１１０と接触してシステムに再び電流が流れる状態となる。
【００２７】
　２００Ａ以上流れる場合、最終的にシステムが遮断され、ユーザの要求またはシステム
の目的と用途に応じてシステムの安定性を段階的に確保し、且つ、ヒューズ交替を最小化
して持続的なシステム駆動が可能な効果がある。
【００２８】
　第２ヒューズバー１３０は、溶融部１２０を支持する役割をすることができる。第２ヒ
ューズバー１３０は、第１ヒューズバー１１０と同一の材質からなってもよいが、他の材
質からなってもよい。第２ヒューズバー１３０は他の導線（図示せず）または回路（図示
せず）と連結されて多段形ヒューズに電流が流れるようにすることができる。
【００２９】
　接触端子２００は、第１ヒューズバー１１０と弾性力によって接触することができる。
より具体的には、接触端子２００は、接触チップ２１０及び弾性部材を含むことができる
。
【００３０】
　接触チップ２１０は、電流が流れる導電性部材からなり、第１ヒューズバー１１０と接
触することができる。接触チップ２１０の形態は特に制限はないが、接触チップ２１０の
一部が後述する接触支持部内に収納されるように一側が長い形態に形成されることが好ま
しい。一例として、接触チップ２１０は円筒形に形成されることができる。
【００３１】
　弾性部材は、長さの変化によって弾性力を有する部材であり、接触チップ２１０を前記
第１ヒューズバー１１０の方向に押す役割をすることができる。例えば、前記弾性部材は
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【００３２】
　接触端子２００は、接触チップ２１０の一部を内部に収納する接触支持部２２０をさら
に含むことができる。接触支持部２２０は、弾性部材による接触チップ２１０の移動をガ
イドする役割をすることができる。例えば、接触チップ２１０が円筒形に形成される場合
、接触支持部２２０は、円筒形に形成され、弾性部材によって接触チップ２１０が第１ヒ
ューズバー１１０方向に移動するようにガイドすることができる。また、接触支持部２２
０は２以上の部材からなってもよい。接触支持部２２０は、２以上の部材を含んで多段構
造に形成されることができる。例えば、図１～図４のように、接触支持部２２０は直径の
異なる円筒が重なった形態に形成されることができる。
【００３３】
　接触支持部２２０は、図４を参照して説明すれば、内側に前記接触チップ２１０と接触
する導電性回路２２２、２２４が形成されることができる。導電性回路２２２、２２４は
、接触チップ２１０と接触して電流が他の導線（図示せず）と連結されて電流が流れるよ
うにする役割をすることができる。接触支持部２２０が２以上の部材を含んで多段構造に
形成された場合、各部材の導電性回路を連結する連結チップ２２５を含むことができる。
【００３４】
　また、接触支持部２２０の外側は非導電性部材２２１、２２３からなることができる。
第１ヒューズモジュール１００（ａ）及び／又は第２ヒューズモジュール１００（ｂ）の
溶融部１２０が溶融される場合、第１ヒューズバー１１０が第２ヒューズバー１３０と正
確に直角方向に折れることは難しい。したがって、接触支持部２２０の外側は非導電性部
材からなって、溶融された第１ヒューズモジュール１００（ａ）及び／又は第２ヒューズ
モジュール１００（ｂ）の第１ヒューズバー１１０と接触チップ２１０が非正常的に接触
するのを防止することができる。
【００３５】
　以上、本発明の特定の実施形態を図示して説明したが、本発明の技術思想は添付された
図面と前記説明の内容に限定されず、本発明の思想を逸脱しない範囲内で様々な形態の変
形が可能であることは本分野の通常の知識を有する者に明らかな事実であり、このような
形態の変形は本発明の精神に違背しない範囲内で本発明の特許請求の範囲に属すると言え
る。
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